
仕 様 書

令和６年度広島高等検察庁、広島地方検察庁、中国地方更生保護委員会、広島保

護観察所、広島出入国在留管理局及び中国公安調査局（以下「各官署」という。）

における定期健康診断等委託業務の仕様は、以下のとおりとする。

第１ 健康診断業務

１ 健康診断の種類

 一般定期健康診断（人事院規則１０－４運用別表第４第１ないし第１０項）

 一般定期健康診断の結果、必要と認められる検査（人事院規則１０－４運

用別表第４第１２項の検査）（以下「二次健康診断」という。)

 人事院規則１０－４運用別表第４第１１項に掲げる項目の検査（以下「第

１１項検査」という。）

 特別定期健康診断（人事院規則１０－４運用別表第５第２項「自動車等の

運転を行う業務」）

２ 検査項目及び受診予定者数

別紙記載のとおり。

なお、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間に生まれた男性

で、市区町村から配布されたクーポン券を提示した者に対して、一般定期健康

診断実施時に風しんの抗体検査を実施し、同検査結果を受診者個人に通知する

とともに、各官署の健康管理者に同検査の成果物を提出すること。同検査の実

施方法等については、各官署の健康管理担当者から別途通知することとする。

３ 実施場所

⑴ 一般定期健康診断

ア 初回

 広島市中区上八丁堀２番３１号 広島法務総合庁舎

 広島県福山市三吉町１丁目７番２号 福山法務合同庁舎

 乳ガン検査及び子宮ガン検査については、本件業務を請け負った者（以

下「乙」という。）の所在地又は乙の直営する診療所その他医療施設

イ 追加実施

乙の所在地又は乙の直営する診療所その他医療施設

 二次健康診断、第１１項検査及び特別定期健康診断

乙の所在地又は乙の直営する診療所その他医療施設

４ 実施時期及び実施時間

⑴ 一般定期健康診断

ア 初回

契約締結日から令和６年１０月３１日までの間（ただし、行政機関の休

日を除く。）に実施し、午前８時から開始して午後５時までに終了させる

ものとする。



なお、実施日数及び回数については、別途協議することとする。

イ 追加実施

初回に受診できなかった者を対象として、乙と各官署の健康管理担当者

との間において協議して行うこととする。

 二次健康診断、第１１項検査及び特別定期健康診断

乙と各官署の健康管理担当者との間において協議して行うこととする。

５ 実施体制等

 乙は、健康診断を実施する際、医師、看護師及び放射線技師等を実施場所

に派遣した上、必要な検査機材等を持ち込み、指定する実施日時に滞りなく

健康診断を完了すること。

 乙は、各健康診断等の実施前に、受診者ごとに次の書類を作成すること。

ア 一般定期健康診断受診票

イ 二次健康診断対象者に係る受診票

ウ 特別定期健康診断における各受診票

 乙は、実施日の２週間前までに、前記５アないしウ記載の個人別健康診

断受診票（受診者の所属、氏名及び年齢等が記載されたもので、既往歴、自

覚症状等を記載できるもの。）を作成した上、その他事前準備が必要な書類、

検査容器等と併せて、各官署の健康管理担当者に提出すること。

 乙は、前記３ア及びの場所で健康診断を実施する際は、各官署から

あらかじめ指定された場所において、会場等の設営、準備、受付、案内、誘

導及び後片付けを行うこと。

 本件業務で使用する機器の電源は、各官署の施設の電源を使用することが

できる。ただし、検診車は自家発電機能を有する車両を使用すること。

 乙は、健康診断を実施するに当たり発生した廃棄物を、持ち帰った上、適

正に処分すること。

６ 業務責任者

 乙は、本件業務の履行に当たり、あらかじめ業務責任者を定め、支出負担

行為担当官広島高等検察庁検事長に通知すること。

 業務責任者は、各官署の健康管理担当者と事前に綿密な打合せを行い、本

件業務が円滑に実施されるよう努めること。

 業務責任者は、業務履行中に事故等が発生した場合は、速やかに対応する

とともに調査を行い、その原因等を支出負担行為担当官広島高等検察庁検事

長に報告すること。

７ 成果物の提出

乙は、健康診断後、速やかにデータの集計処理を行い、次の成果物を各官署

の健康管理担当者に提出すること。

 検査項目別受診人数

 個人別結果票（受診者本人宛てに封入したもの）

 健康管理者用の個人別結果票（全受診者の健診結果が記載されたもの）

 結果一覧表（ただし、各官署から電子媒体での提出を求められた場合は、



乙は結果一覧表データが記録された電子媒体を提出すること）

 人事院規則１０－４第２４条の２に該当する者の抽出

第２ 心理的な負担の程度を把握するための検査（人事院規則１０－４運用第２２

条の４関係第３項）

１ 心理的な負担の程度を把握するための検査（以下「ストレスチェック」とい

う。）の項目

 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目

 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目

２ 受検予定者数

別紙記載のとおり。

３ 実施時期

契約締結日から令和６年１２月３１日までの間で、各官署のストレスチェッ

ク実施事務従事者（以下「実施事務従事者」という。）との間において協議し

て行うこととする。

４ 実施体制等

 乙が作成したマークシート方式の簡易調査票（以下「調査票」という。）

（労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル（以下「マ

ニュアル」という。）に示された職業性ストレス簡易調査票（５７項目）を

網羅した調査票）を使用し、職員に必要事項を回答させる方法で実施する。

 乙は、ストレスチェック実施日の２週間前までに、前記４の調査票、マ

ークシート形式による回答用紙及び回答用紙を封入するための封筒を、各官

署の実施事務従事者に提出すること。なお、受検者への配布は各官署の実施

事務従事者が行うこととする。

 受検後の調査票を各官署の実施事務従事者が受検者から回収して、乙に提

出するものとする。

 乙は、調査票の内容を確認してデータ入力し、評価結果を点数化し、受検

者のストレスの状況をレーダーチャート等の図表で分かりやすく表示するな

どしてストレスの程度を評価し、その結果を受検者ごとに封緘し、各官署の

実施事務従事者に提出する。

 乙は、受検者のうち、ストレスの高い職員（以下「高ストレス者」という。）

の選定を行う。なお、原則として次の要件を満たす職員を高ストレス者とし

て選定するものとする。

ア 調査票のうち、「当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関す

る項目」の評価点数の合計が一定以上であり、かつ、「職場における当該

職員の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の職員に

よる当該職員への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い職員。

イ 前記の点数の評価については、原則として前記マニュアルに示された

「評価基準の例」による。

 乙は、調査票の内容を前記マニュアルに示された「仕事のストレス判定図」



により、集団分析を行う。なお、集団分析の対象は６集団（官署数）とし、

各官署ごとの受検者が１０人未満の場合は集団分析を実施しないものとする

が、集団設定数（集団設定例：全体、５０代以上、４０代、３０代、２０代

以下、男性、女性）及び集団分析実施に係る詳細な事項に関しては、乙と各

官署の実施事務従事者との間で協議するものとする。

５ ストレスチェック委託先実施事務従事者

 乙は、本件業務の履行に当たり、あらかじめストレスチェック委託先実施

事務従事者（以下「委託先実施事務従事者」という。）を定め、支出負担行

為担当官広島高等検察庁検事長に通知すること。

 委託先実施事務従事者は、各官署の実施事務従事者と事前に綿密な打合せ

を行い、本件業務が円滑に実施されるよう努めること。

 委託先実施事務従事者は、業務履行中に事故等が発生した場合は、速やか

に対応するとともに調査を行い、その原因等を支出負担行為担当官広島高等

検察庁検事長に報告すること。

６ 成果物の提出

乙は、ストレスチェック実施後、速やかにデータの集計処理を行い、次の成

果物を各官署の実施事務従事者に提出すること。

 受検人数及び要面接指導者リスト

 個人別結果票（受検者本人宛てに封入したもの）

 健康管理医用の個人別結果票

 集団分析結果票（ただし、各官署から電子媒体の提出を求められた場合は、

乙は集団分析結果票データが記録された電子媒体を提出すること）


